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Ⅰ 運賃の適用方 

１．小児旅客運賃 

（１） 次の旅客には小児旅客運賃を適用する。 

ア．小学校に就学している小児 

イ．大人に同伴されずに、又は団体として乗船する１歳以上で小学校に就学していな

い小児 

ウ．大人に同伴されて乗船する１歳以上、小学校に就学していない小児であって、大

人１名につき１人を超える者 

（２） １歳未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する１歳以上で小学校に就学してい

ない小児（団体として乗船するものを除く。）の運賃であって、大人１名につき１人分

は、無料とする。 

 

２．団体旅客運賃 

ア．一般団体旅客運賃は旅行及び観光目的、又は行程等を同じくした者で構成された    

１５名以上の旅客が乗船する場合に適用する。 

 

Ⅱ 運賃の割引    

１．運賃の割引は、次のとおりとする。 

（１） 身体障害者に対する運賃の割引 

身体障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

ア．身体障害者の定義 

この割引の適用において、身体障害者とは身体障害者福祉法第１５条第４項の身

体障害者手帳の交付を受けている者をいう。 

イ．適用条件 

この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

① 身体障害者手帳の提示をした場合に限る。 

② 介護者について、身体障害者１名について当町において介護能力があると認め

た介護者１名が当該身体障害者と同一の乗船便等により旅行する場合に限る。 

ウ．割引の内容 

運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 

① 身体障害者及び介護者の運賃については５割引とする。 

 

（２） 知的障害者に対する運賃の割引 

知的障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

ア．知的障害者の定義 

この割引の適用において、知的障害者とは昭和４８年９月２７日厚生省発児第１

５６号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を

受けている者をいう。 



 

イ．適用条件 

この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

① 療育手帳の提示をした場合に限る。 

② 介護者について、知的障害者１名について当町において介護能力があると認め

た介護者１名が当該知的障害者と同一の乗船便等により旅行する場合に限る。 

ウ．割引の内容 

割引の内容は、次のとおりとする。 

① 知的障害者及び介護者の運賃については５割引とする。 

 

（３） 精神障害者に対する運賃の割引 

精神障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

ア．精神障害者の定義 

この割引の適用において、精神障害者とは精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律第４５条第２項及び平成７年９月１２日健医発第１１３３号厚生省保健医療

局長通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」に規定する

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。 

イ．適用条件 

この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

① 精神障害者保健福祉手帳の提示をした場合に限る。 

② 介護者について、精神障害者１名について当町において介護能力があると認

めた介護者１名が当該精神障害者と同一の乗船便等により旅行する場合に限

る。 

        ウ．割引の内容 

          運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 

          ① 精神障害者及び介護者の運賃については５割引とする。 

 

     （４）難病の患者に対する運賃の割引 

        難病の患者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

        ア．難病の患者の定義 

          この割引の適用において、難病の患者とは難病の患者に対する医療等に関する法律 

          第７条第４項の規定により医療受給者証の交付を受けている者をいう。 

        イ．適用条件 

          この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

          ① 医療受給者証の提示をした場合に限る。 

          ② 介護者について、難病の患者１名について当町において介護能力があると認め

た介護者１名が当該難病の患者と同一の乗船便等により旅行する場合に限る。 

 



        ウ．割引内容 

          運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 

          ① 難病の患者及び介護者の運賃については５割引とする。 

 

    （５）提携宿泊業者の宿泊者に対する運賃の割引 

       提携宿泊業者の宿泊者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

       ア．提携宿泊業者の定義 

         この割引の適用において、提携宿泊業者とは「海洋自然博物館マリンジャムの宿泊 

割引券に関する取扱要項」（別紙）に合意し、協定を締結している宿泊業者をいう。 

       イ．適用条件 

         この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

         ① 「海洋自然博物館マリンジャムの宿泊割引券に関する取扱要項」（別紙）に基づ

き、提携宿泊業者により配布された割引券を提出した場合に限る。 

       ウ．割引の内容 

         運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 

         ① 「海洋自然博物館マリンジャムの宿泊割引券に関する取扱要項」（別紙）に基づ

き、割り引くものとする。 

 

    （６）マリンジャム他発行割引券等による運賃の割引 

       マリンジャム他発行割引券等による運賃の割引は、次に定めるところによる。 

       ア．マリンジャム他発行割引券等の定義 

         この割引の適用において、マリンジャム他発行割引券等とは、海洋自然博物館マリ 

ンジャム又は海陽町役場が発行した割引券等をいう。 

       イ．適用条件 

         この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

         ① マリンジャム他発行割引券等を提示又は提出した場合に限る。 

       ウ．割引の内容 

         運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 

         ① マリンジャム他発行割引券等による運賃の割引については１割引・２割引・３

割引・５割引のいずれかとする。 

 

    （７）情報誌「なんと」掲載割引券による運賃の割引 

       情報誌「なんと」掲載割引券による運賃の割引は、次に定めるところによる。 

       ア．適用条件 

         この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

         ① 情報誌「なんと」掲載割引券を提示又は提出した場合に限る。 

       イ．割引の内容 

         運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 



         ① 情報誌「なんと」掲載割引券による運賃の割引については３割引とする。 

 

    （８）こどもの日乗船半額キャンペーンによる運賃の割引 

       こどもの日乗船半額キャンペーンによる運賃の割引は、次に定めるところによる。 

       ア．適用条件 

         この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

         ① ５月５日において乗船するすべての者を対象とする。 

       イ．割引の内容 

         運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 

         ① ５月５日において乗船するすべての者の運賃の割引については５割引とする。 

 

    （９）１歳以上で小学校に就学していない小児に対する運賃の割引 

       １歳以上で小学校に就学していない小児に対する運賃の割引は、次に定めるところによ

る。 

       ア．１歳以上で小学校に就学していない小児の定義 

         この割引の適用において、１歳以上で小学校に就学していない小児とは次の者をい

う。 

         ① 大人に同伴されずに乗船する１歳以上で小学校に就学していない小児。 

          ② 大人に同伴されて乗船する１歳以上で小学校に就学していない小児であって、

大人１人につき１人を超える者（団体として乗船するものを除く。）。 

         ③ 団体として、乗船する１歳以上で小学校に就学していない小児。 

       イ．適用条件 

         この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

         ① 前項定義を満たすすべての者を対象とする。 

       ウ．割引の内容 

         運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 

         ① 大人に同伴されずに乗船する１歳以上で小学校に就学していない小児の運賃及

び大人に同伴されて乗船する１歳以上で小学校に就学していない小児であって、

大人１人につき１人を超える者（団体として乗船するものを除く。）の運賃につ

いては５割引とする。 

         ② 団体として、乗船する１歳以上で小学校に就学していない小児の運賃について

は４００円引きとする。 

 

   （１０）SAFE DRIVER カード（以下、SDカードという。）所持者に対する運賃の割引 

SDカード所持者及び同伴者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

       ア．SDカード所持者の定義 

         この割引の適用において、SD カード所持者とは自動車安全運転センター発行の SD

カードを所持している者をいう。 



       イ．適用条件 

         この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

         ① 自動車安全運転センター発行の SDカードの提示をした場合に限る。 

         ② 同伴者について、SD カード所持者１名について同伴者（４名まで）が当該 SD

カード所持者と同一の乗船便等により旅行する場合に限る。 

       ウ．割引の内容 

         運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 

         ① SDカード所持者及び同伴者の運賃の割引については２割引とする。 

 

   （１１）JAF会員に対する運賃の割引 

JAF会員及び同伴者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

       ア．JAF会員の定義 

         この割引の適用において、JAF 会員とは JAF に会員として加入している者をいう。 

       イ．適用条件 

         この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。 

         ① JAF会員証の提示をした場合に限る。 

         ② 同伴者について、JAF会員１名について同伴者（４名まで）が当該 JAF会員と

同一の乗船便等により旅行する場合に限る。 

       ウ．割引の内容 

         運賃の割引の内容は、次のとおりとする。 

         ① JAF会員及び同伴者の運賃の割引については２割引とする。 

        

   （１２）運賃割引の重複適用の禁止 

       運賃の割引で２以上の割引条件に該当する場合は、重複して適用しない。 

 

Ⅲ 運賃の端数処理について 

  運賃は１０円を単位とし、１０円未満は切り捨てとする。 

 

付則 

 

設定届 平成３年１１月１１日  精神薄弱者に対する運賃の割引 

変更届 平成１０年３月１６日  運賃改正 

変更届 平成１０年５月１２日  身体障害者に対する運賃の割引範囲拡大 

変更届 平成３０年１０月２７日 障害者関連各法律と運賃の適用方との整合 

変更届 平成３１年３月２６日  障害者及び難病の患者に対する割引の拡充 

変更届 令和元年６月２５日   運賃改正及び各種割引の追加 

変更届 令和元年７月２６日   各種割引の追加 


